


第２１回青梅市選挙管理委員会日程 

 
令 和 ７ 年 ３ 月 ２ ６ 日 

午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分 

市 役 所 ６ 階 

６ ０ １ 会 議 室 

 

１ あいさつ 川鍋委員長 

 

２ 報告事項 (1) 行事報告について 

       (2) 令和７年度一般会計予算について 

 

３ 議  事 付議案件   東京都議会議員選挙（青梅市選挙区）執行

計画について  
 

議案第４０号 東京都議会議員選挙（青梅市選挙区）およ

び参議院議員選挙における公営ポスター掲

示場の総数減少協議について  
 
４ そ の 他 (1）今後の行事予定について 

(2) 令和７年４月１日付人事異動の内示について 

(3) 次回委員会の開催日程について 

日 時 令和７年４月  日（ ）午前１０時００分 

会 場 市役所６階 ６０１会議室 

議 題 在外選挙人名簿の登録について 

(4) その他 



行事報告 

（１）都市選連関係 

３月 ４日 
都 市 選 連 

委 員 長 会 東 京 自 治 会 館 15:00 委員長、局長 

３月 ７日 
都 市 選 連 

次 長 ・ 係 長 会 東 京 自 治 会 館 15:00 係長 

 

 



青 梅 市 選 挙 管 理 委 員 会

令和７年６月２２日執行

東京都議会議員選挙

（青 梅 市 選 挙 区）

執 行 計 画 案



令和７年６月２２日執行の東京都議会議員選挙（青梅市選挙区）に関し

ては、次の要領により行うものとする。

１ 選挙期日

(1) 告 示 日 令和７年６月１３日（金）

(2) 選挙期日（投票日） 令和７年６月２２日（日）

※根拠法令 公職選挙法第３３条

２ 選挙の名称

東京都議会議員選挙（青梅市選挙区）

３ 選挙すべき議員の数

１人

４ 選挙長および同職務代理者

(1) 選 挙 長

川 鍋 信 夫（青梅市選挙管理委員会委員長）

(2) 職務代理者

根 本 太 夫（青梅市選挙管理委員会委員長職務代理者）

５ 立候補届出受付等

(1) 受付日時

令和７年６月１３日（金）（告示日）

午前８時３０分から午後５時まで

(2) 受付場所

青梅市役所（青梅市東青梅１丁目１１番地の１ 以下同じ。）

本庁舎２階 ２０４～２０６会議室

（午前８時３０分から午前１０時まで。午前１０時から午後５時ま

では、青梅市役所本庁舎６階選挙管理委員会事務室とする。）

(3) 届出順位の決定

告示日の午前８時３０分までに受付場所に到着した候補者が２人以

上いる場合は、くじにより届出順序を決定する。それ以降は受付順と

する。
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(4) 立候補予定者説明会

届出受付事務を円滑に行うため、立候補予定者およびその関係者に

対し選挙概要等の説明および届出関係書類等の事前交付を行う。

ア 日 時 令和７年４月２８日（月）午前１０時

イ 場 所 青梅市役所本庁舎２階 ２０１～２０３会議室

(5) 事前審査

届出受付事務を円滑に行うため、立候補予定者に対し個別に届出関

係書類の事前審査を行う。

ア 日 時 令和７年５月２２日（木）および同月２３日（金）

午前９時から午後４時まで

イ 場 所 青梅市役所本庁舎６階 選挙管理委員会事務室

６ 選挙人名簿への登録

(1) 基準日および登録日 令和７年６月１２日（木）

年齢については、選挙期日（令和７年６月２２日）現在による。

（参考）今回登録される者

年 齢 選挙期日の翌日の１８年前の応当日（平成１９年６月２３

日）以前出生者

住 所 ①令和７年３月１２日までに住民基本台帳法に基づく転入

の届出をし、引き続き青梅市に住所を有する者

②令和７年２月１２日以降に転出した者のうち、青梅市に

おいて、住民票が作成された日から引き続き３か月以上

住民基本台帳に記録されていた者であって、転出後４か

月を経過しない者

(2) 選挙人名簿の登録の移替えを行わない期間

令和７年５月２７日（火）から同年６月２２日（日）までとし、投

票所入場整理券は令和７年５月２６日現在で作成するものとする。

７ 候補者の選挙運動費用支出制限額

選挙人名簿登録者数（選挙時登録）×８３円＋３９０万円

８ ポスター掲示場の設置（※東京都議会議員の選挙におけるポスター掲
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示場の設置に関する条例第１条）

(1) 設置数 ２０８か所

(2) 設置時期 令和７年６月１３日（告示日）からポスターを掲示でき

るように、あらかじめ設置する。

(3) 設置場所 別途委員会において定めるものとする。

(4) 掲示区画数 ９区画（１区画の大きさ縦横４２ｃｍ）

※掲示区画は６区画とし、残り３区画は予備区画（表示欄および注

意欄を含む。）とする。

９ 選挙公報の発行（※東京都議会議員の選挙における選挙公報の発行に

関する条例第２条）

(1) 掲載文の申請期限

令和７年６月１３日（金）午後５時

(2) 受付場所

青梅市役所本庁舎２階 ２０４～２０６会議室

(3) 掲載順序を定めるくじを行う日時および場所

ア 日 時 令和７年６月１３日（金）午後６時から

イ 場 所 青梅市役所本庁舎６階 選挙管理委員会事務室

(4) 配布方法

令和７年６月２１日（土）までに各世帯に配布する。また、補完措

置として、市内５７か所に補完箱を設置するほか、郵送希望者に郵送

する。

10 候補者氏名等掲示の掲載順序を定めるくじを行う日時および場所

(1) 日 時 令和７年６月１３日（金）午後６時３０分から

(2) 場 所 青梅市役所本庁舎６階 選挙管理委員会事務室

11 投票用紙の規格

大 き さ
縦１２８㎜×横８０㎜

（点字用は 縦１４０㎜×横８０㎜）

体 裁 片面印刷
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12 投票方法

自書式投票

13 投票日時等

(1) 日 時 令和７年６月２２日（日）午前７時から午後８時まで

※ただし、第２０投票所のみ午前７時から午後６時まで

(2) 場 所 天ヶ瀬体育館（青梅市天ヶ瀬町１１１１番地の１）以下

３４か所（別紙１のとおり）

14 期日前投票

(1) 青梅市役所期日前投票所

ア 期 間 令和７年６月１４日（土）から同月２１日（土）まで

イ 時 間 午前８時３０分から午後８時まで

ウ 場 所 青梅市役所（青梅市東青梅１丁目１１番地の１）

(2) 河辺駅前期日前投票所

ア 期 間 令和７年６月１７日（火）から同月２１日（土）まで

イ 時 間 午前９時から午後８時まで

ウ 場 所 青梅市中央図書館（青梅市河辺町１０丁目８番地の１）

15 不在者投票

(1) 期 間 令和７年６月１４日（土）から同月２１日（土）まで

(2) 時 間 午前８時３０分から午後８時まで

(3) 記載場所 青梅市役所期日前投票所

※郵便等投票による不在者投票申請受付は６月１８日（水）まで

※前項(2) の期間は、午前９時から午後８時までの間、記載場所に

河辺駅前期日前投票所を加える。

用 紙 の 色 オレンジ色

文 字 の 色 黒色

委 員 会 の 印 黒色（刷込み式）
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16 選挙会（開票）日時等

(1) 日 時 令和７年６月２２日（日）午後９時開始

(2) 場 所 住友金属鉱山アリーナ青梅（青梅市総合体育館）

青梅市河辺町４丁目１６番地の１

(3) 選挙立会人

ア 届出期限 令和７年６月１９日（木）午後５時まで

イ 届出場所 青梅市役所本庁舎６階 選挙管理委員会事務室

ウ 選挙立会人選任のくじを行う日時および場所

(ｱ) 日 時 令和７年６月１９日（木）午後６時から

(ｲ) 場 所 青梅市役所本庁舎２階 ２０４会議室

(4) 当選人への告知 選挙会終了後ただちに行うものとする。

(5) 当選証書付与 令和７年６月２４日（火）

17 選挙の規模（想定）

(1) 選挙人名簿登録者数

１１０，９２５人（令和７年３月定時登録者数）

（前回１１２，２２３人 投票率３８．９８％）

(2) 投票所数 ３４か所（別紙１のとおり）

(3) 開票所数 １か所（住友金属鉱山アリーナ青梅）

18 投開票速報

(1) 投票状況速報

各投票所から本部への投票速報は、午前８時現在を第１回とし、以

後１時間ごとに最終午後８時まで行う。

(2) 開票状況速報

午後９時３０分を第１回とし、以後３０分おきに行う。

（前回確定時刻 午後１１時７分）

19 啓発実施計画

別紙２のとおり
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投票所一覧 別紙1

投票区名 建　物　名　称 所在地

第１投票区 天 ヶ 瀬 体 育 館 青梅市天ヶ瀬町１１１１番地の１

第２投票区 青 梅 市 立 第 一 小 学 校 体 育 館 青梅市本町２２３番地

第３投票区 青 梅 市 役 所 青梅市東青梅１丁目１１番地の１

第４投票区 青梅市大門市民センター体育館 青梅市大門２丁目２８８番地

第５投票区 青 梅 市 新 町 市 民 セ ン タ ー 青梅市新町４丁目１７番地の１

第６投票区 青梅市今井市民センター体育館 青梅市今井２丁目９０８番地の１

第７投票区 千 ヶ 瀬 町 自 治 会 館 青梅市千ヶ瀬町３丁目３８９番地

第８投票区 青 梅 市 立 河 辺 小 学 校 体 育 館 青梅市河辺町５丁目２４番地

第９投票区 友 田 町 自 治 会 館 青梅市友田町４丁目２０６番地

第10投票区 青 梅 市 立 第 二 小 学 校 青梅市長淵４丁目４３７番地

第11投票区 駒 木 町 会 館 青梅市駒木町１丁目２番地の１

第12投票区 日 向 和 田 ２ 丁 目 自 治 会 館 青梅市日向和田２丁目３７１番地の１

第13投票区 畑 中 公 会 堂 青梅市畑中２丁目５４８番地の１

第14投票区 梅 郷 ３ 丁 目 自 治 会 館 青梅市梅郷３丁目７５６番地の３

第15投票区 柚 木 町 ２ 丁 目 自 治 会 館 青梅市柚木町２丁目３１２番地の１

第16投票区 青 梅 市 立 第 六 小 学 校 青梅市二俣尾３丁目９０３番地の１

第17投票区 二 俣 尾 ５ 丁 目 第 ２ 自 治 会 館 青梅市二俣尾５丁目１６１４番地

第18投票区 青 梅 市 沢 井 市 民 セ ン タ ー 青梅市沢井２丁目６８２番地

第19投票区 御 岳 会 館 青梅市御岳２丁目２９４番地

第20投票区 御 岳 山 ふ れ あ い セ ン タ ー 青梅市御岳山３８番地の２

第21投票区 富 岡 １ 丁 目 自 治 会 館 青梅市富岡１丁目９３番地

第22投票区 青 梅 市 小 曾 木 市 民 セ ン タ ー 青梅市小曾木３丁目１６５６番地の１

第23投票区 黒 沢 ２ 丁 目 第 １ 自 治 会 館 青梅市黒沢２丁目７８３番地の１

第24投票区 成 木 ２ 丁 目 公 会 堂 青梅市成木２丁目３１１番地の１

第25投票区 青 梅 市 成 木 市 民 セ ン タ ー 青梅市成木４丁目６４４番地

第26投票区 成 木 ７ 丁 目 自 治 会 館 青梅市成木７丁目１２０４番地の５

第27投票区 青 梅 市 立 第 四 小 学 校 体 育 館 青梅市東青梅６丁目１番地の１

第28投票区 新 町 ７ ・ ８ ・ ９ 丁 目 自 治 会 館 青梅市新町８丁目５番地の５

第29投票区 青 梅 市 立 霞 台 小 学 校 体 育 館 青梅市新町１丁目３５番地の１

第30投票区 青 梅 市 立 若 草 小 学 校 体 育 館 青梅市新町１丁目１５番地の１

第31投票区 青梅市東青梅市民センター体育館 青梅市師岡町３丁目９番地の６

第32投票区 青 梅 市 立 藤 橋 小 学 校 青梅市藤橋３丁目１３番地の１

第33投票区 青 梅 市 立 新 町 小 学 校 体 育 館 青梅市新町５丁目２１番地の１

第34投票区 河 辺 北 会 館 青梅市河辺町１０丁目１６番地の１２



別紙２

東京都議会議員選挙啓発実施計画

※実施に当たり、青梅市明るい選挙推進協議会において協議する

※今後変更となる場合がある

項 目 数 量 実施期間 実 施 計 画

広 報 お う め ３６，５２０部 ６月１日号
選挙期日等の周知、期日前・不在者投

票、郵便投票等のお知らせ

啓 発 塔 １基 ６月 東青梅駅前に掲出

横 断 幕 ３幕 〃
市役所、総合体育館、河辺駅北口にそ

れぞれ掲出

ポ ス タ ー ２４０枚 〃
市施設、市内店舗、金融機関および各

地区の掲示板等に掲出

の ぼ り 旗 ２０本 〃
市役所、各市民センター、河辺駅前期

日前投票所に掲出

チ ラ シ ４３，０００枚 〃
選挙期日等の周知（市役所、各市民セ

ンターほか自治会回覧、新聞折込等）

市 内 一 円 の 啓 発
マグネットシート

２８０枚
〃 庁用車、タクシー等の側面に掲出

啓 発 資 材 配 布

ハンドタオル

２，０００個
ポケットティッシュ

９，０００個

〃 啓発の際に配布

店 内 放 送 ６店舗 〃
市内店舗の協力により、店内放送等に

よる投票呼びかけ

防 災 行 政 無 線 市 内 全 域
６月２１日

６月２２日

防災行政無線による投票呼びかけ、投

票状況の速報

イ ン タ ー ネ ッ ト ４～６月
市ホームページでの選挙期日等周知、

投開票状況の速報

メ ー ル 配 信
６月１４日

６月２２日

市メール（行政情報）での選挙期日等

の周知

公 式 エ ッ ク ス ６月
公式エックスによる選挙期日等の周

知、市ホームページへの誘導

公 式 Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ 〃
公式ＬＩＮＥによる選挙期日等の周

知、市ホームページへの誘導

う め Ｐ Ｏ Ｎ 〃
河辺期日前・当日投票所の緩和策とし

て、市役所期日前投票所への誘導



議案第４０号  
 

東京都議会議員選挙（青梅市選挙区）および参議院議員選挙

における公営ポスター掲示場の総数減少協議について  
 

東京都議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例（昭

和５６年東京都条例第６６号）第２条および公職選挙法（昭和２５年法律

第１００号）第１４４条の２の規定の規定にもとづき、次のとおり東京都

選挙管理委員会と協議する。  
１ 減少数  

３８  
２ 理 由  

各投票区の地勢を考慮し、第１投票区、第２投票区、第６投票区から

第９投票区、第１１投票区から第２１投票区、第２３投票区、第２６投

票区および第３２投票区について減とし、第２２投票区および第２５投

票区については増とする。  
３ 投票区別選挙人名簿登録者数、面積およびポスター掲示場設置数 

別紙のとおり  
 

令和７年３月２６日  
 

提出者 青梅市選挙管理委員会  
委員長 川 鍋 信 夫  

 



〈議案第４０号資料〉 

 

○ 公職選挙法 
（ポスター掲示場） 

第百四十四条の二  衆議院（小選挙区選出）議員、参議院（選挙区選出）議員又は都道府県知事の選挙

においては、市町村の選挙管理委員会は、第百四十三条第一項第五号のポスター（衆議院小選挙区選出

議員の選挙において候補者届出政党が使用するものを除く。）の掲示場を設けなければならない。 

２ 前項の掲示場の総数は、一投票区につき五箇所以上十箇所以内において、政令で定めるところにより

算定する。ただし、市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、あらかじめ都道府県の選

挙管理委員会と協議の上、その総数を減ずることができる。 

３～７（省略） 

８ 都道府県の議会の議員の選挙については都道府県は、市町村の議会の議員及び長の選挙については市

町村は、それぞれ、条例で定めるところにより、第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場を設け

ることができる。 

９ 都道府県又は市町村が前項の規定によりポスターの掲示場を設置する場合においては、当該掲示場の

総数は、一投票区につき五箇所以上十箇所以内において、政令で定めるところにより算定しなければな

らない。ただし、特別の事情がある場合には、当該都道府県又は市町村は、それぞれ、条例で定めると

ころにより、その総数を減ずることができる。 

１０（省略） 
 

○ 東京都議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例 

(設置) 

第一条 東京都議会議員の選挙においては、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)

第百四十四条の二第八項の規定に基づき、法第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場(以下「ポス

ター掲示場」という。)を設ける。 

2 ポスター掲示場の設置に関する事務は、特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)の選挙管理委員

会が行う。 

(総数の減少) 

第二条 区市町村の選挙管理委員会は、当該区市町村における地勢、交通等の事情により、法第百四十四

条の二第九項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められ

る場合は、同項ただし書の規定により、あらかじめ東京都選挙管理委員会と協議の上、その総数を減ず

ることができる。 
 
◎公職選挙法施行令第１１１条第１項の規定による数 
（公職選挙法第１４４条の２第２項または第９項に規定の政令で定める数） 

選挙人名簿 

登録者数 
面積 

ポスター 

掲示場の数 
投票区 

1,000 人未満 

２平方キロメートル

未満 
５箇所 

第 20、第 21 

２平方キロメートル

以上 

４平方キロメートル

未満 

６箇所 

第 17、第 24 

４平方キロメートル

以上 

８平方キロメートル

未満 

７箇所 

第 18、第 19、第 22、第 26 

８平方キロメートル

以上 
８箇所 第 25 

1,000 人以上 

5,000 人未満 

４平方キロメートル

未満 
７箇所 

第１、第２、第５、第９、第 11、

第 12、第 13、第 16、第 27、第 29、

第 30、第 32、第 34 



４平方キロメートル

以上 

８平方キロメートル

未満 

８箇所 

第 6、第 14、第 15、第 23 

 

８平方キロメートル

以上 
９箇所 （該当なし） 

5,000 人以上 

10,000 人未満 

４平方キロメートル

未満 
８箇所 

第３、第４、第７、第８、第 28、

第 31、第 33 

４平方キロメートル

以上 
９箇所 

第 10 

10,000 人以上 

４平方キロメートル

未満 
９箇所 （該当なし） 

４平方キロメートル

以上 
10 箇所 （該当なし） 

 
 

 





今後の行事予定 
（１）全選連関係 

 ４月３０日 
全 選 連 東 京 支 部 

定 期 総 会 
東 京 自 治 会 館 14：00 委員長、局長 

 ５月２２日 
全 選 連 

定 期 総 会 
文京シビックホール 13:00 委員長、委員、局長 

 ５月２３日 
全 選 連 

選 挙 事 務 研 究 会 
銀 座 ブ ロ ッ サ ム 10：00 事務局 

 

 

（２）都市選連関係 

４月１４日 
都 市 選 連 

第 １ 回 事 務 局 長 会 
東 京 自 治 会 館 15：00 局長 

５月 ７日 
都 市 選 連 

定 期 総 会 
東 京 自 治 会 館 14：00 委員長、委員、局長 

 ５月１４日 
都 市 選 連 

第 １ 回 次 長 ・ 係 長 会 
東 京 自 治 会 館 15：00 係長 

５月２０日 
都 市 選 連 

第 ２ 回 事 務 局 長 会 
東 京 自 治 会 館 15：00 局長 

 ８月１９日 
都 市 選 連 

委 員 長 会 
東 京 自 治 会 館 未定 委員長、局長 

 ８月２８日 
都 市 選 連 

第 ２ 回 次 長 ・ 係 長 会 
東 京 自 治 会 館 15：00 係長 

※6月は東京都議会議員選挙（22 日）、7月は参議院議員選挙（20 日予定）のため会議無し 

 

（３）東京都関係 

 ４月１７日 
東 京 都 議 会 議 員 選 挙 

委 員 長 会 ・ 事 務 説 明 会 
都 庁 都 民 ホ ー ル 午後 

委員長、局長 

事務局 

 

（４）明るい選挙推進協議会関係 

 ４月１６日 
東 京 都 市 明 る い 選 挙 推 進 

協 議 会 連 合 会 定 期 総 会 
東 京 自 治 会 館 14：00 

会長、委員 

局長、事務局 

 

 


